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目 次

本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 公の施設に関する条例の一部を改正する条例（条例第１号）

１ 改正の理由及び主な内容

平成20年４月１日付けの組織改正において新たに設置する福祉こどもセンターを公の施設に追加するなど、所要の改正を行

うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例（条例第２号）

１ 改正の理由及び主な内容

県税・総務事務所及び福祉こどもセンターの設置など、県の出先機関における組織体制の見直しを行うことに伴い、所要の

改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第３号）

１ 改正の理由及び主な内容

知事の権限に属する事務のうち、温泉法に基づく土地の掘削の許可申請の受理や医師法に基づく医師の氏名等に係る届出の

受理等について取扱いを希望する市町村に移譲するため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年７月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県部等設置条例の一部を改正する条例（条例第４号）

１ 改正の理由及び主な内容

県民政策部の新設など、県の本庁における組織体制の見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。
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◎ 宮崎県公益認定等審議会条例（条例第５号）

１ 制定の理由及び主な内容

平成20年12月１日から施行される公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、法人の公益性の認定等を

審議する合議制機関として設置することとなる宮崎県公益認定等審議会の組織及び運営に関する条例を制定することとしまし

た。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県条例の形式の左横書きの実施に関する条例（条例第６号）

１ 制定の理由及び主な内容

平成20年10月31日までに縦書きで公布される条例を一括して左横書きに改正するための条例を制定することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年11月１日から施行することとしました。

◎ 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第７号）

１ 改正の理由及び主な内容

薬事法に基づく一般用医薬品の登録販売者に係る試験の手数料の新設等に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第８号）

１ 改正の理由及び主な内容

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴い、県税の課税免除対象を拡大す

るため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎ 宮崎県介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止する条例（条例第９号）

１ 廃止の理由

宮崎県介護福祉士等修学資金貸与事業の廃止に伴い、宮崎県介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

なお、施行日前に修学資金の貸与を受けていた者に係る当該修学資金の返還等について、経過措置を定めました。

◎ 宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例（条例第10号）

１ 制定の理由及び主な内容

平成20年４月からの後期高齢者医療制度の導入に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき県に設置する宮崎県後期

高齢者医療財政安定化基金の運営等に関する条例を制定することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県砂防指定地管理条例の一部を改正する条例（条例第11号）

１ 改正の理由及び主な内容

砂防設備において土石を採取する場合には、砂防設備の土石採取料を納付しなければならないこととし、その額等について

定めました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県屋外広告物条例の一部を改正する条例（条例第12号）

１ 改正の理由及び主な内容

乗合自動車に表示する広告物についてこれまで認められていた場合に加えて、新たに許可制を導入することに伴い、所要の

改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年10月１日から施行することとしました。
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公 の 施 設 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 一 号

公 の 施 設 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 の 施 設 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中

「

宮 崎 県 消 費 生 住 民 の 消 費 生 活 に 関 す る 苦 宮 崎 市 江 平 西 二

活 セ ン タ ー 情 相 談 、 研 修 及 び 商 品 展 示 丁 目 一 番 二 〇 号

宮 崎 県 都 城 地 の た め の 施 設 都 城 市 北 原 町 一

方 消 費 生 活 セ 六 街 区 一 号

を

条条 例例

◎ 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第13号）

１ 改正の理由及び主な内容

県営住宅の入居者の生活の安全と平穏の確保を図るため、入居者資格として暴力団員でないことを定めるなど、所要の改正

を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第14号）

１ 改正の理由及び主な内容

県立病院の料金について見直しを行い、その額を変更することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例（条例第15号）

１ 改正の理由及び主な内容

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、県の実質赤字比率等の審査に係る着手日を規定するため、所要の

改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。

◎ 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 改正の理由及び主な内容

航空機操縦作業手当や航空機整備作業手当の支給方法を変更するため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成20年４月１日から施行することとしました。
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ン タ ー

宮 崎 県 延 岡 地 延 岡 市 本 小 路 三

方 消 費 生 活 セ 九 番 地 三

ン タ ー

」

「

宮 崎 県 消 費 生 住 民 の 消 費 生 活 に 関 す る 苦 宮 崎 市 江 平 西 二

活 セ ン タ ー 情 相 談 、 研 修 及 び 商 品 展 示 丁 目 一 番 二 〇 号

宮 崎 県 都 城 地 の た め の 施 設 都 城 市 北 原 町 一

方 消 費 生 活 セ 六 街 区 一 号

ン タ ー

宮 崎 県 延 岡 地 延 岡 市 本 小 路 三

方 消 費 生 活 セ 九 番 地 三

ン タ ー

宮 崎 県 中 央 福 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 宮 崎 市 霧 島 一 丁 に 、

祉 こ ど も セ ン 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十 二 目 一 番 地 二

タ ー 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 相

宮 崎 県 南 部 福 談 所 及 び 知 的 障 害 者 福 祉 法 都 城 市 年 見 町 一

祉 こ ど も セ ン （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 三 十 四 号 一 番 地 一

タ ー 七 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 に 規

宮 崎 県 北 部 福 定 す る 知 的 障 害 者 更 生 相 談 延 岡 市 大 貫 町 一

祉 こ ど も セ ン 所 丁 目 二 、 八 四 五

タ ー 番 地

」

「

宮 崎 県 身 体 障 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 十 一 条 宮 崎 郡 清 武 町 大

害 者 相 談 セ ン 第 一 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 字 木 原 字 勢 田 五 、

タ ー 者 更 生 相 談 所 七 一 九 番 地 二
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宮 崎 県 知 的 障 知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 三 宮 崎 市 霧 島 一 丁

害 者 更 生 相 談 十 五 年 法 律 第 三 十 七 号 ） 第 目 一 番 地 二

所 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 知

宮 崎 県 知 的 障 的 障 害 者 の 更 生 の 援 助 と 必 延 岡 市 大 貫 町 一

害 者 更 生 相 談 要 な 保 護 に 関 す る 相 談 所 丁 目 二 、 八 四 五

所 延 岡 支 所 番 地 （ 延 岡 児 童 を

相 談 所 内 ）

宮 崎 県 知 的 障 都 城 市 年 見 町 一

害 者 更 生 相 談 四 号 一 番 地 一 （

所 都 城 支 所 都 城 児 童 相 談 所

内 ）

宮 崎 県 女 性 相 売 春 防 止 法 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 市 霧 島 一 丁

談 所 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 三 十 四 目 一 番 地 二

条 に 規 定 す る 婦 人 相 談 施 設

」

「

宮 崎 県 身 体 障 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 十 一 条 宮 崎 郡 清 武 町 大

害 者 相 談 セ ン 第 一 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 字 木 原 字 勢 田 五 、

タ ー 者 更 生 相 談 所 七 一 九 番 地 二

宮 崎 県 女 性 相 売 春 防 止 法 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 市 霧 島 一 丁

談 所 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 三 十 四 目 一 番 地 二

条 に 規 定 す る 婦 人 相 談 施 設

」

「

県 立 き り し ま 売 春 防 止 法 第 三 十 六 条 の 規 宮 崎 市 霧 島 一 丁

寮 定 に 基 づ く 保 護 施 設 目 一 番 地 二

宮 崎 県 中 央 児 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 宮 崎 市 霧 島 一 丁

童 相 談 所 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十 二 目 一 番 地 二

に 、
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宮 崎 県 都 城 児 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 児 都 城 市 年 見 町 一

童 相 談 所 童 相 談 施 設 四 号 一 番 地 一

宮 崎 県 延 岡 児 延 岡 市 大 貫 町 一

童 相 談 所 丁 目 二 、 八 四 五

番 地

県 立 み や ざ き 児 童 福 祉 法 第 三 十 五 条 第 二 都 城 市 丸 谷 町 三

学 園 項 に 規 定 す る 同 法 第 四 十 四 八 八 番 地

条 の 児 童 自 立 支 援 施 設

」

「

県 立 き り し ま 売 春 防 止 法 第 三 十 六 条 の 規 宮 崎 市 霧 島 一 丁

寮 定 に 基 づ く 保 護 施 設 目 一 番 地 二

県 立 み や ざ き 児 童 福 祉 法 第 三 十 五 条 第 二 都 城 市 丸 谷 町 三 に 改 め る 。

学 園 項 に 規 定 す る 同 法 第 四 十 四 八 八 番 地

条 の 児 童 自 立 支 援 施 設

」

別 表 第 三 宮 崎 県 林 業 技 術 セ ン タ ー （ 研 修 寮 、 森 の 科 学 館 、 体 験 の 森 、 森 林 植 物 園 及 び 親

水 広 場 に 限 る 。 ） の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

宮 崎 県 川 南 遊 学 の 森

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 二 号

宮 崎 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 行 政 機 関 設 置 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

を
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す る 。
第 二 条 の 見 出 し を 「 （ 県 税 ・ 総 務 事 務 所 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 基 づ き 、 県 税 」 の

下 に 「 、 商 工 及 び 労 政 」 を 加 え 、 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め 、 同 条 第

二 項 の 表 以 外 の 部 分 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め 、 同 項 の 表 を 次 の よ

う に 改 め る 。

所 管 区 域

名 称 位 置 県 税 に 関 す る 事 務 商 工 及 び 労 政 に 関 す る

事 務

宮 崎 県 宮 崎 県 税 ・ 総 務 宮 崎 市 宮 崎 市 宮 崎 郡 東 諸

事 務 所 県 郡

宮 崎 県 日 南 県 税 ・ 総 務 日 南 市 日 南 市 串 間 市 南 那 日 南 市 串 間 市 南 那

事 務 所 珂 郡 珂 郡

宮 崎 県 都 城 県 税 ・ 総 務 都 城 市 都 城 市 北 諸 県 郡 都 城 市 小 林 市 え び

事 務 所 の 市 北 諸 県 郡 西 諸

県 郡

宮 崎 県 小 林 県 税 ・ 総 務 小 林 市 小 林 市 え び の 市 西

事 務 所 諸 県 郡

宮 崎 県 高 鍋 県 税 ・ 総 務 児 湯 郡 西 都 市 児 湯 郡

事 務 所 高 鍋 町

宮 崎 県 日 向 県 税 ・ 総 務 日 向 市 日 向 市 東 臼 杵 郡

事 務 所

宮 崎 県 延 岡 県 税 ・ 総 務 延 岡 市 延 岡 市 西 臼 杵 郡 延 岡 市 日 向 市 東 臼

事 務 所 杵 郡 西 臼 杵 郡

第 六 条 を 削 り 、 第 五 条 を 第 六 条 と す る 。

第 四 条 の 表 宮 崎 県 日 向 保 健 所 の 項 中 「 の う ち 門 川 町 、 諸 塚 村 、 椎 葉 村 及 び 美 郷 町 」 を 削

り 、 同 条 を 第 五 条 と す る 。
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第 三 条 第 一 項 中 「 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 」 を 削 り 、 同 項 の 表 宮 崎 県 中 部 福 祉

事 務 所 の 項 、 宮 崎 県 北 ・ 西 諸 県 福 祉 事 務 所 の 項 及 び 宮 崎 県 東 臼 杵 福 祉 事 務 所 の 項 を 削 り 、

同 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 福 祉 こ ど も セ ン タ ー ）

第 三 条 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 社 会 福 祉 及 び 児 童 福 祉 に 関 す る 事 務 を 分

掌 さ せ る た め 、 福 祉 こ ど も セ ン タ ー を 置 く 。

2 福 祉 こ ど も セ ン タ ー の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の と お り と す る 。

所 管 区 域

社 会 福 祉 に 関 す る 事 務 児 童 福 祉 に 関 す る 事 務

宮 崎 県 中 央 福 祉 こ ど も 宮 崎 市 宮 崎 市 日 南 市 串 間 宮 崎 市 日 南 市 西 都

セ ン タ ー 市 宮 崎 郡 南 那 珂 郡 市 宮 崎 郡 南 那 珂 郡

東 諸 県 郡 東 諸 県 郡 児 湯 郡

宮 崎 県 南 部 福 祉 こ ど も 都 城 市 都 城 市 小 林 市 え び 都 城 市 小 林 市 串 間

セ ン タ ー の 市 北 諸 県 郡 西 諸 市 え び の 市 北 諸 県

県 郡 郡 西 諸 県 郡

宮 崎 県 北 部 福 祉 こ ど も 延 岡 市 延 岡 市 日 向 市 東 臼 延 岡 市 日 向 市 東 臼

セ ン タ ー 杵 郡 杵 郡 西 臼 杵 郡

3 宮 崎 県 中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー 、 宮 崎 県 南 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー 及 び 宮 崎 県 北 部 福 祉

こ ど も セ ン タ ー を 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す

る 福 祉 に 関 す る 事 務 所 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 機 関 の 長 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 で 現 に そ

の 効 力 を 有 す る も の 又 は こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 当 該 長 に

名 称 位 置
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対 し て な さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て は 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 機 関 の

長 が 処 理 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 施 行 日 以 後 に お い て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 長 の

し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 当 該 長 に 対 し て な さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

宮 崎 県 宮 崎 県 税 事 務 所 宮 崎 県 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 日 南 県 税 事 務 所 宮 崎 県 日 南 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 都 城 県 税 事 務 所 宮 崎 県 都 城 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 小 林 県 税 事 務 所 宮 崎 県 小 林 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 高 鍋 県 税 事 務 所 宮 崎 県 高 鍋 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 日 向 県 税 事 務 所 宮 崎 県 日 向 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 延 岡 県 税 事 務 所 宮 崎 県 延 岡 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 中 部 福 祉 事 務 所 宮 崎 県 中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

宮 崎 県 北 ・ 西 諸 県 福 祉 事 務 所 宮 崎 県 南 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

宮 崎 県 東 臼 杵 福 祉 事 務 所 宮 崎 県 北 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

宮 崎 県 日 南 商 工 労 政 事 務 所 宮 崎 県 日 南 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 都 城 商 工 労 政 事 務 所 宮 崎 県 都 城 県 税 ・ 総 務 事 務 所

宮 崎 県 延 岡 商 工 労 政 事 務 所 宮 崎 県 延 岡 県 税 ・ 総 務 事 務 所

（ 宮 崎 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

3 宮 崎 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 一 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 中 「 宮 崎 県 税 事 務 所 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 か ら 第

五 項 ま で の 規 定 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 、 第 三 十 三 条 第 三 項 及 び 第 三 十 七 条 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」

に 改 め る 。

第 四 十 二 条 の 三 中 「 宮 崎 県 税 事 務 所 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

第 六 十 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

第 六 十 七 条 中 「 宮 崎 県 税 事 務 所 長 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 長 」 に 改 め る 。
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第 八 十 四 条 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 改 正 ）

4 宮 崎 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 七 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 四 号 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 三 号

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 三 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

三 の 三 温 泉 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） に よ る 次 の 事 宮 崎 市

務
1 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

2 第 五 条 第 二 項 （ 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

3 第 六 条 第 一 項 （ 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

4 第 七 条 第 一 項 （ 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

5 第 八 条 第 一 項 （ 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

6 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

7 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。
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8 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

9 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

三 の 四 温 泉 法 の 施 行 の た め の 規 則 に よ る 事 務 で 別 に 規 則 で 定 め 宮 崎 市

る も の

別 表 八 の 二 の 項 、 八 の 三 の 項 及 び 十 二 の 二 の 項 か ら 十 二 の 四 の 項 ま で の 規 定 中 「 都 城 市 」

を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め る 。

別 表 十 二 の 六 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 二 の 八 の

項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 二 の 七 歯 科 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 二 号 ） 第 六 条 第 宮 崎 市

三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る 事 務

別 表 十 二 の 五 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 二 の 六 の

項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 二 の 五 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 六 条 第 三 項 宮 崎 市

の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る 事 務

別 表 十 三 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 二 の 九 死 体 解 剖 保 存 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 八 十 宮 崎 市

一 号 ） に よ る 次 の 事 務

1 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

2 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

3 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 認 定 証 明 書 の 返 納 の 受 理 に 関 す

る こ と 。

4 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 証 明 書 の 返 納 の 受 理 に 関 す

る こ と 。

5 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 定 証 明 書 の 返 納 の 受 理 に 関 す

る こ と 。

6 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。
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別 表 十 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

十 三 歯 科 技 工 士 法 （ 昭 和 三 十 年 法 律 第 百 六 十 八 号 ） に よ る 次 の 宮 崎 市

事 務
1 第 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 （ 就 業 地 が 下 欄 の 市

町 村 の 区 域 内 で あ る 者 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 関 す る こ と 。

2 第 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る

こ と 。

別 表 十 三 の 二 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め る 。

別 表 中 十 三 の 八 の 項 を 十 三 の 十 一 の 項 と す る 。

別 表 十 三 の 七 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 三 の 十 の

項 と す る 。

別 表 十 三 の 六 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 三 の 九 の

項 と す る 。

別 表 十 三 の 五 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 三 の 八 の

項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 三 の 七 薬 剤 師 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 六 号 ） 第 九 条 の 宮 崎 市

規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る 事 務

別 表 十 三 の 四 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 三 の 六 の

項 と す る 。

別 表 十 三 の 三 の 項 中 「 都 城 市 」 を 「 宮 崎 市 及 び 都 城 市 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 十 三 の 五 の

項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 三 の 三 歯 科 技 工 士 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 宮 崎 市

号 ） に よ る 次 の 事 務

1 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 受 験 願 書 の 受 理 に 関 す る こ と 。

2 第 十 条 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

十 三 の 四 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 宮 崎 市
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和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 号 ） に よ る 次 の 事 務

1 第 十 三 条 第 四 項 （ 第 十 四 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

2 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

別 表 中 十 八 の 十 四 の 項 を 十 八 の 十 五 の 項 と し 、 十 八 の 三 の 項 か ら 十 八 の 十 三 の 項 ま で を

一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 十 八 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 八 の 三 栄 養 士 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 三 十 一 号 ） 宮 崎 市

に よ る 次 の 事 務

1 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

2 第 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

3 第 一 条 第 三 項 （ 第 五 条 第 五 項 及 び 第 六 条 第 七 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 免 許 証 の 交 付 に 関 す る こ

と 。

4 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

5 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

6 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

7 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

8 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

9 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。

第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 受 理 に 関 す る こ と 。10

第 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に 関 す る こ11
と 。

第 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 申 請 及 び 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に12
関 す る こ と 。

第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に 関 す る こ13
と 。
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第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に 関 す る こ14
と 。

第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に 関 す る こ15
と 。

第 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 の 返 納 の 受 理 に 関 す る こ16
と 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 部 等 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 四 号

宮 崎 県 部 等 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 部 等 設 置 条 例 （ 平 成 十 六 年 宮 崎 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

宮 崎 県 部 設 置 条 例

第 一 条 中 「 本 部 及 び 部 （ 以 下 「 部 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 部 」 に 改 め 、 同 条 の 表 総 合 政 策

本 部 の 項 中 「 総 合 政 策 本 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め 、 地 域 生 活 部 の 項 を 削 る 。

第 二 条 中 「 部 等 」 を 「 部 」 に 改 め 、 同 条 の 表 総 合 政 策 本 部 の 項 中 「 総 合 政 策 本 部 」 を 「

県 民 政 策 部 」 に 改 め 、 三 を 四 と し 、 二 を 三 と し 、 一 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

二 県 民 生 活 、 文 化 及 び 地 域 振 興 に 関 す る 事 項

第 二 条 の 表 総 務 部 の 項 中 五 を 六 と し 、 四 を 五 と し 、 三 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 市 町 村 そ の 他 公 共 団 体 の 行 政 一 般 に 関 す る 事 項

第 二 条 の 表 地 域 生 活 部 の 項 を 削 る 。

附 則
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（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 青 少 年 問 題 協 議 会 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

2 青 少 年 問 題 協 議 会 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 福 祉 保 健 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

3 宮 崎 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 総 務 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 交 通 安 全 対 策 会 議 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

4 宮 崎 県 交 通 安 全 対 策 会 議 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 国 土 利 用 計 画 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

5 宮 崎 県 国 土 利 用 計 画 審 議 会 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

6 宮 崎 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 五 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 の 一 部 改 正 ）

7 宮 崎 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 （ 平 成 十 五 年 宮 崎 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 二 十 六 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め る 。
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（ 宮 崎 県 市 町 村 合 併 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

8 宮 崎 県 市 町 村 合 併 推 進 審 議 会 条 例 （ 平 成 十 七 年 宮 崎 県 条 例 第 六 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 地 域 生 活 部 」 を 「 総 務 部 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 総 合 計 画 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

9 宮 崎 県 総 合 計 画 審 議 会 条 例 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 八 条 中 「 総 合 政 策 本 部 」 を 「 県 民 政 策 部 」 に 改 め る 。

宮 崎 県 公 益 認 定 等 審 議 会 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 五 号

宮 崎 県 公 益 認 定 等 審 議 会 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年

法 律 第 四 十 九 号 ） 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 に 置 か れ

る 合 議 制 の 機 関 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 宮 崎 県 公 益 認 定 等 審 議 会 ）

第 二 条 前 条 の 合 議 制 の 機 関 は 、 宮 崎 県 公 益 認 定 等 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） と

す る 。

（ 組 織 等 ）

第 三 条 審 議 会 は 、 委 員 三 人 以 上 五 人 以 内 で 組 織 す る 。

2 委 員 は 、 人 格 が 高 潔 で あ っ て 、 審 議 会 の 権 限 に 属 す る 事 項 に 関 し 公 正 な 判 断 を す る こ

と が で き 、 か つ 、 法 律 、 会 計 又 は 公 益 法 人 に 係 る 活 動 に 関 し て 優 れ た 識 見 を 有 す る 者 の

う ち か ら 、 知 事 が 委 嘱 す る 。
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3 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

4 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

（ 職 権 の 行 使 ）

第 四 条 委 員 は 、 独 立 し て そ の 職 権 を 行 う 。

（ 委 員 の 身 分 保 障 ）

第 五 条 委 員 は 、 審 議 会 に よ り 、 心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 執 行 が で き な い と 認 め ら れ た 場

合 又 は 職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 委 員 た る に 適 し な い 非 行 が あ る と 認 め ら れ た 場 合 を 除 い

て は 、 在 任 中 、 そ の 意 に 反 し て 罷 免 さ れ る こ と が な い 。

（ 委 員 の 服 務 ）

第 六 条 委 員 は 、 職 務 上 知 る こ と の で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後

も 同 様 と す る 。

2 委 員 は 、 在 任 中 、 政 党 そ の 他 の 政 治 的 団 体 の 役 員 と な り 、 又 は 積 極 的 に 政 治 運 動 を し

て は な ら な い 。

（ 会 長 ）

第 七 条 審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ っ て こ れ を 定 め る 。

2 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。

3 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 委 員 が 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。

（ 専 門 委 員 ）

第 八 条 審 議 会 に 、 専 門 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 、 必 要 に 応 じ て 専 門 委 員 を 置 く こ と が で

き る 。

2 専 門 委 員 は 、 当 該 専 門 の 事 項 に 関 し て 十 分 な 知 識 又 は 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 知

事 が 委 嘱 す る 。

3 専 門 委 員 は 、 当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 が 終 了 し た と き は 、 解 嘱 さ れ る も の と す る 。

4 第 六 条 第 一 項 の 規 定 は 、 専 門 委 員 に つ い て 準 用 す る 。

（ 会 議 ）
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第 九 条 審 議 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 会 長 が 議 長 と な る 。

2 審 議 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 き 、 議 決 を す る こ と が で き な い 。

3 審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決

す る と こ ろ に よ る 。

（ 部 会 ）

第 十 条 審 議 会 は 、 必 要 に 応 じ て 部 会 を 置 く こ と が で き る 。

2 部 会 は 、 審 議 会 が 付 託 し た 事 項 を 調 査 審 議 す る 。

3 部 会 に 属 す べ き 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 会 長 が 指 名 す る 。

4 部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の 互 選 に よ っ て こ れ を 定 め る 。

5 部 会 長 は 、 当 該 部 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。

6 部 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 部 会 長 が 欠 け た と き は 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の う ち

か ら 部 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

7 前 条 の 規 定 は 、 部 会 の 会 議 に つ い て 準 用 す る 。

（ 庶 務 ）

第 十 一 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 総 務 部 に お い て 処 理 す る 。

（ 委 任 ）

第 十 二 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 審 議

会 に 諮 っ て 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 条 例 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 六 号

宮 崎 県 条 例 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 条 例
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（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 条 例 （ 以 下 「 既 存 条 例 」 と

い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 条 例 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 条 例 に お け る 右 方 は こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 既 存 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 条 例 」 と

い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 条 例 に お け る 上 方 は 改 正 後 条 例 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 条 例 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 配 置 は 、 既 存 条 例 に お け る

文 字 の 配 置 と す る 。

2 前 項 の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 条 例 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改

め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 ア ラ ビ ア 数 字

い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に

用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ

ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に る 片 仮 名

用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る ア ラ ビ ア 数 字

た め に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字
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た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用

す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点

ア 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら は 削 り 、 三 け た ご と に コ ン マ に よ っ

れ て い る も の て 区 切 る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中

イ 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 点 は ピ リ オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

ウ 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数

字 に 置 き 換 え て の 表 現 が み ら れ な い も の

エ 数 字 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の

（ 十 、 百 及 び 千 を 除 く 。 ）

オ 一 の 項 、 二 の 項 及 び 五 の 項 に 定 め る も

の

八 項 番 号 の な い 項 ア ラ ビ ア 数 字 に よ る 項 番 号 を 付 し た

項

九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 次

用 い ら れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 上 記

用 い ら れ て い る も の に 限 る 。 ）

十 一 上 欄 左 欄

十 二 下 欄 右 欄

十 三 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 若 し く は 「 ヨ 」 又 は 促 音 「 ャ 」 、 「 ュ 」 若 し く は 「 ョ 」 又 は

に 用 い る 「 つ 」 若 し く は 「 ツ 」 「 っ 」 若 し く は 「 ッ 」

2 前 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を

引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

3 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 定 め る と こ ろ に よ
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る 。
（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 七 号

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 二 条 第 一 項 第 十 二 号 中 「 高 等 水 産 研 修 所 授 業 料 及 び 高 等 水 産 研 修 所 宿 泊 室 使 用 料 」 を

「 高 等 水 産 研 修 所 授 業 料 及 び 高 等 水 産 研 修 所 宿 泊 室 等 使 用 料 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 中 第 百 四 十 二 号 の 六 を 第 百 四 十 二 号 の 七 と し 、 第 百 四 十 二 号 の 二 か ら 第 百

四 十 二 号 の 五 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 百 四 十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

百 四 十 二 の 二 宮 崎 県 立 看 護 大 学 学 位 論 文 の 審 査 宮 崎 県 立 看 護 大 学 学 位 論 文 審 査 手 数

料
第 三 条 第 一 項 中 第 二 百 二 十 三 号 の 十 二 を 第 二 百 二 十 三 号 の 十 四 と し 、 第 二 百 二 十 三 号 の

二 か ら 第 二 百 二 十 三 号 の 十 一 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 百 二 十 三 号 の 次 に 次 の 二 号 を

加 え る 。

二 百 二 十 三 の 二 薬 事 法 第 三 十 六 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 一 般 用 医 薬 品 の 販 売 又 は

授 与 に 従 事 し よ う と す る 者 が そ れ に 必 要 な 資 質 を 有 す る こ と を 確 認 す る た め の 試 験 の

実 施 登 録 販 売 者 試 験 手 数 料
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二 百 二 十 三 の 三 薬 事 法 第 三 十 六 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 に

従 事 し よ う と す る 者 の 登 録 （ 薬 事 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 年 厚 生

労 働 省 令 第 九 号 ） 附 則 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録 を 含 む 。 ） の 申 請 に 対 す る 審 査

販 売 従 事 登 録 申 請 手 数 料

第 三 条 第 一 項 第 二 百 二 十 四 号 の 前 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

二 百 二 十 三 の 十 五 薬 事 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 厚 生 省 令 第 一 号 ） 第 百 五 十 九 条 の 十

一 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 販 売 従 事 登 録 証 の 書 換 え 交 付 販 売 従 事 登 録 証 の 書 換 え 交 付

手 数 料

二 百 二 十 三 の 十 六 薬 事 法 施 行 規 則 第 百 五 十 九 条 の 十 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 販 売 従 事

登 録 証 の 再 交 付 販 売 従 事 登 録 証 の 再 交 付 手 数 料

第 三 条 第 一 項 第 三 百 四 十 四 号 、 第 三 百 四 十 五 号 及 び 第 三 百 四 十 五 号 の 二 中 「 第 六 十 五 条

第 一 項 」 を 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 百 四 十 五 号 の 三 中 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」

を 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 に 、 「 第 四 条 第 一 項 」 を 「 第 四 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 百 四

十 五 号 の 四 中 「 第 六 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 五 条 第 二 項 」 に 、 「 第 四 条 第 一 項 」 を 「 第

四 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 第 三 百 七 十 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 百 七 十 九 削 除

第 三 条 第 一 項 第 三 百 七 十 九 号 の 四 を 削 り 、 同 項 第 三 百 九 十 三 号 の 二 中 「 又 は 」 を 「 若 し

く は 」 に 改 め 、 「 請 求 」 の 下 に 「 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 七 年 法 律

第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 一 項 （ 同 法 第 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 計 画 の 認 定 の 申 請 （ 同 法 第 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 建 築 主 事

の 同 意 が 必 要 で 、 か つ 、 建 築 基 準 法 第 六 条 第 五 項 に 規 定 す る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 （ 以 下 こ

の 号 に お い て 「 構 造 計 算 適 合 性 判 定 」 と い う 。 ） が 必 要 な 建 築 物 に 係 る 申 請 に 限 る 。 ） 、

密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 四

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 建 替 計 画 の 認 定 の 申 請 （ 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 建 築 主 事

の 同 意 が 必 要 で 、 か つ 、 構 造 計 算 適 合 性 判 定 が 必 要 な 建 築 物 に 係 る 申 請 に 限 る 。 ） 、 同 法

第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 建 替 計 画 の 変 更 の 認 定 の 申 請 （ 同 条 第 二 項 に お い て 準 用
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す る 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 建 築 主 事 の 同 意 が 必 要 で 、 か つ 、 構 造 計 算 適 合 性 判 定

が 必 要 な 建 築 物 に 係 る 申 請 に 限 る 。 ） 又 は 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 九 十 一 号 ） 第 十 七 条 第 一 項 （ 同 法 第 十 八 条 第 二 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ く 特 定 建 築 物 の 建 築 等 及 び 維 持 保 全 の 計 画 の 認 定 の 申

請 （ 同 法 第 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 適 合 通 知 を 受 け る よ う 申 出 が あ っ た 場 合 で 、 か つ 、

構 造 計 算 適 合 性 判 定 が 必 要 な 建 築 物 に 係 る 申 請 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 百 二 十 七 号

中 「 （ 平 成 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 四 項 中 「 第 百 四 十 四 号 の 七 」 の 下 に 「 、

第 百 四 十 五 号 」 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 二 の 項 中 「 高 等 水 産 研 修 所 授 業 料 及 び 高 等 水 産 研 修 所 宿 泊 室 使 用 料 」 を 「

高 等 水 産 研 修 所 授 業 料 及 び 高 等 水 産 研 修 所 宿 泊 室 等 使 用 料 」 に 、

「

宿 宿 泊 室 一 人 一 泊 に 千 二 十 円 使 用 学 校 教 育 法 第

泊 つ き 終 了 一 条 に 規 定 す

室 の 時 る 学 校 （ 大 学

使 及 び 高 等 専 門

用 学 校 を 除 く 。 ）

料 に 在 学 す る 者

は 、 無 料 と す

る 。

」

を
「

宿 宿 泊 室 一 人 一 泊 に 千 二 十 円 使 用 学 校 教 育 法 第

泊 つ き 終 了 一 条 に 規 定 す

室 の 時 る 学 校 （ 大 学

等 及 び 高 等 専 門

使 学 校 を 除 く 。 ）

用 に 在 学 す る 者

料 は 、 無 料 と す
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る 。

体 育 館 一 時 間 に つ 五 百 円 使 用 １ 使 用 時 間

き 前 が 一 時 間 未

満 の と き は 、

そ の 時 間 は

一 時 間 と し

て 計 算 し 、

使 用 時 間 に

一 時 間 未 満

の 端 数 が あ

る と き は 、

そ の 端 数 は

一 時 間 と し

て 計 算 す る 。

２ 学 校 教 育

法 第 一 条 に

規 定 す る 学

校 （ 大 学 及

び 高 等 専 門

学 校 を 除 く 。

） に 在 学 す

る 者 で 構 成

す る 団 体 は 、

無 料 と す る 。
」

に 改 め る 。

別 表 第 二 中 百 四 十 二 の 六 の 項 を 百 四 十 二 の 七 の 項 と し 、 百 四 十 二 の 二 の 項 か ら 百 四 十 二
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の 五 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 百 四 十 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 四 十 二 一 件 に つ き 五 万 七 千 円

の 二 宮

崎 県 立

看 護 大

学 学 位

論 文 審

査 手 数

料

「

四 万 五 千 円

「

三 万 三 千 円

四 万 五 千 円 三 万 三 千 円

四 万 五 千 円 三 万 三 千 円

五 万 円 三 万 三 千 円

四 万 五 千 円 三 万 八 千 円

四 万 円 三 万 三 千 円

四 万 円 三 万 三 千 円

五 万 円 三 万 八 千 円

五 万 円 三 万 八 千 円

四 万 五 千 円 三 万 三 千 円

四 万 五 千 円 三 万 三 千 円

五 万 円

」

三 万 八 千 円

」

同 表 の 百 四 十 四 の 七 の 項 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 一 万 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 九 十 五 の 項 中 「

（ 昭 和 三 十 六 年 厚 生 省 令 第 一 号 ） 」 を 削 り 、 同 表 中 二 百 二 十 三 の 十 二 の 項 を 二 百 二 十 三 の

十 四 の 項 と し 、 二 百 二 十 三 の 二 の 項 か ら 二 百 二 十 三 の 十 一 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、

二 百 二 十 三 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 第 二 の 百 四 十 四 の 六 の 項 中 を に 改 め 、
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二 百 二 十 一 件 に つ き 一 万 三 千 円

三 の 二
登 録 販

売 者 試

験 手 数

料
二 百 二 十 一 件 に つ き 七 千 百 円

三 の 三
販 売 従

事 登 録

申 請 手

数 料

別 表 第 二 の 二 百 二 十 四 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

二 百 二 十 一 件 に つ き 二 千 円

三 の 十 五
販 売

従 事 登

録 証 の

書 換 え

交 付 手

数 料

二 百 二 十 一 件 に つ き 二 千 九 百 円

三 の 十 六
販 売

従 事 登

録 証 の
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再 交 付

手 数 料

別 表 第 二 の 三 百 二 十 二 の 項 中

「

腐 蛆 病 一 ほ う 群 に 七 十 円

そ

つ き

」

を
「

腐 蛆 病 一 ほ う 群 に 七 十 円

そ

つ き

そ の 他 の 疾 病 一 頭 一 回 、 点 数 表 （ 農 業 災

一 羽 一 回 又 害 補 償 法 施 行 規

は 一 ほ う 群 則 に よ り 診 療 そ

に つ き の 他 の 行 為 に よ

つ て 組 合 員 が 負

担 す べ き 費 用 の

内 容 に 応 じ て 農

林 大 臣 が 定 め る

点 数 等 を 定 め る

件 （ 昭 和 三 十 年

農 林 省 告 示 第 七

百 七 十 八 号 ） の

一 の 家 畜 共 済 診

療 点 数 表 を い う 。

以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） の

各 動 物 の Ｂ 種 の

点 数 に 十 円 を 乗
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じ て 得 た 額 に 薬

価 基 準 表 （ 点 数

表 の 付 表 で あ る

薬 価 基 準 表 を い

う 。 ） に 定 め る

薬 価 を 加 え た 金

額

」

に 改 め 、 同 表 の 三 百 七 十 九 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 百 七 十

九 削 除

別 表 第 二 の 三 百 七 十 九 の 四 の 項 を 削 り 、 同 表 の 三 百 九 十 三 の 項 中

「

四 確 認 を 受 け た 小 同 三 千 円 と す る 。

荷 物 専 用 昇 降 機 の

計 画 の 変 更 を し て

小 荷 物 専 用 昇 降 機

を 設 置 す る 場 合

工 一 工 作 物 を 築 造 す 同 八 千 円

作 る 場 合 （ 二 に 掲 げ

物 る 場 合 を 除 く 。 ）

二 確 認 を 受 け た 工 同 四 千 円

作 物 の 計 画 の 変 更

を し て 工 作 物 を 築

造 す る 場 合

」

を
「

四 確 認 を 受 け た 小 同 三 千 円 と す る 。

荷 物 専 用 昇 降 機 の 3 第 六 条 た
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計 画 の 変 更 を し て だ し 書 に 規

小 荷 物 専 用 昇 降 機 定 す る 手 数

を 設 置 す る 場 合 料 は 、 基 本

工 一 工 作 物 を 築 造 す 同 八 千 円 額 に 構 造 計

作 る 場 合 （ 二 に 掲 げ 算 適 合 性 判

物 る 場 合 を 除 く 。 ） 定 加 算 額 を

二 確 認 を 受 け た 工 同 四 千 円 加 え た 額 を

作 物 の 計 画 の 変 更 徴 収 し た 場

を し て 工 作 物 を 築 合 に お い て 、

造 す る 場 合 建 築 主 事 が

構 造 計 算 適

合 性 判 定 を

求 め な か っ

た 場 合 の 手

数 料 （ 構 造

計 算 適 合 性

判 定 加 算 額

の 部 分 に 限

る 。 ） と す

る 。

」

「 「

第 六 条 た だ し

書 に 規 定 す る

手 数 料 は 、 建

築 物 の 耐 震 改

修 の 促 進 に 関
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す る 法 律 、 密

集 市 街 地 に お

け る 防 災 街 区

の 整 備 の 促 進

に 関 す る 法 律

又 は 高 齢 者 、

に 改 め 、 同 表 の 三 百 九 十 三 の 二 の 項 中 を 障 害 者 等 の 移 に 改 め る 。

動 等 の 円 滑 化

の 促 進 に 関 す

る 法 律 の 規 定

に 基 づ く 認 定

の 申 請 に お い

て 、 建 築 主 事

が 構 造 計 算 適

合 性 判 定 を 求

め な か っ た 場

合 の 手 数 料 と

」

す る 。

」

別 表 第 三 中 十 二 の 項 を 十 三 の 項 と し 、 九 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 八

の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

九 児 童 福 祉 法 第 十 八 児 童 福 祉 法 第 十 八 条 の 九 第 三 社 団 法 人 全 国 保 育 士 養 成 協

条 の 八 第 二 項 の 規 定 項 議 会

に 基 づ く 保 育 士 試 験

の 実 施

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 八 号

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 及 び 中 心 市 街 地 の 活 性 化 に 関 す る 法 律 」 を 「 、 中 心 市 街 地 の 活 性 化 に 関 す る

法 律 」 に 改 め 、 「 「 商 業 基 盤 施 設 」 と い う 。 ） を 設 置 し た 者 」 の 下 に 「 及 び 企 業 立 地 の 促

進 等 に よ る 地 域 に お け る 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 四 十

号 。 以 下 「 企 業 立 地 促 進 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 同 意 集 積 区 域 （ 以 下 「 同

意 集 積 区 域 」 と い う 。 ） 内 に お い て 企 業 立 地 促 進 法 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 承 認 企 業 立

地 計 画 （ 以 下 「 承 認 企 業 立 地 計 画 」 と い う 。 ） に 従 つ て 企 業 立 地 の 促 進 等 に よ る 地 域 に お

け る 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 に 関 す る 法 律 第 二 十 条 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平

成 十 九 年 総 務 省 令 第 九 十 四 号 。 以 下 「 総 務 省 令 第 九 十 四 号 」 と い う 。 ） 第 三 条 に 規 定 す る

対 象 施 設 を 設 置 し た 者 （ 企 業 立 地 促 進 法 第 五 条 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る 指 定 集 積 業 種 （ 以

下 「 指 定 集 積 業 種 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 総 務 省 令 第 九 十 四 号 第 四 条 に 規 定 す る も の に 属

す る 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 集 積 事 業 者 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 条 中 「 並 び に 過 疎 地 域 」 を 「 、 過 疎 地 域 」 に 改 め 、 「 所 得 に 対 し て 課 す べ き 事 業 税 」

の 下 に 「 並 び に 同 意 集 積 区 域 に お い て 第 五 号 に 掲 げ る 期 間 内 に 承 認 企 業 立 地 計 画 に 従 つ て

総 務 省 令 第 九 十 四 号 第 三 条 に 規 定 す る 対 象 施 設 （ 以 下 「 指 定 集 積 事 業 対 象 施 設 」 と い う 。 ）

を 設 置 し た 指 定 集 積 事 業 者 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 及 び 固 定 資 産 税 」 を 加 え 、 同 条

に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 企 業 立 地 促 進 法 第 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 産 業 集 積 の 形 成 又 は 産 業 集 積 の 活 性 化 に

関 す る 基 本 的 な 計 画 の 同 意 の 日 （ 当 該 同 意 の 日 が 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行
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わ れ た も の に 限 る 。 以 下 「 産 業 集 積 基 本 計 画 の 同 意 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て 五 年

間 （ 同 意 集 積 区 域 が 同 意 集 積 区 域 で な く な つ た と き は 、 産 業 集 積 基 本 計 画 の 同 意 日 か

ら 同 意 集 積 区 域 で な く な つ た 日 ま で の 期 間 ）

第 四 条 中 「 除 く 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 指 定 集 積 事 業 者 が 設 置 し た 指 定 集 積 事 業 対 象 施 設 の

用 に 供 す る 家 屋 （ 当 該 施 設 の 用 に 供 す る 部 分 に 限 る も の と し 、 事 務 所 等 に 係 る も の を 除 く 。

） 」 を 加 え 、 「 又 は 指 定 工 業 導 入 地 区 」 を 「 、 指 定 工 業 導 入 地 区 」 に 改 め 、 「 定 め ら れ た

日 」 の 下 に 「 又 は 産 業 集 積 基 本 計 画 の 同 意 日 」 を 加 え る 。

第 五 条 中 「 除 く 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 指 定 集 積 事 業 者 が 設 置 し た 指 定 集 積 事 業 対 象 施 設 の

用 に 供 す る 償 却 資 産 （ 当 該 対 象 施 設 の 用 に 供 す る 部 分 に 限 る も の と し 、 事 務 所 等 に 係 る も

の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 九 号

宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 を 廃 止 す る 条 例

宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 五 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 現 に こ の 条 例 に よ る

廃 止 前 の 宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） に 規 定 す る

修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者 （ 次 項 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） 及 び 当 該 修 学 資 金 の 返 還
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の 債 務 の あ る 者 に 係 る 修 学 資 金 の 返 還 に 関 し て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 旧 条 例 に 規 定 す る 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者 で 施 行 日

に お い て 旧 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 貸 与 を 受 け る 資 格 を 有 す る も の に つ い て は 、 旧 条 例 は 、

こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

宮 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 号

宮 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 百 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 設 置 す る 宮 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 （

以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） の 運 営 等 に 関 し て は 、 法 及 び 前 期 高 齢 者 交 付 金 及 び 後 期 高 齢 者

医 療 の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令 （ 平 成 十 九 年 政 令 第 三 百 二 十 五 号 。 以 下 「 政 令 」

と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 の 徴 収 ）

第 二 条 政 令 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率 を 標 準 と し て 条 例 で 定 め る

割 合 は 、 一 万 分 の 八 と す る 。

2 法 第 百 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 特 定 期 間 （ 同 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 特 定 期 間

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 徴 収 す る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 （ 以 下 「 拠 出 金 」 と い う 。

） の 額 の う ち 、 特 定 期 間 の 各 年 度 に お い て 宮 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以 下 「 広 域

連 合 」 と い う 。 ） が 納 付 す べ き 額 は 、 規 則 で 定 め る 。

3 前 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 定 期 間 の 各 年 度 に お い て 広 域 連 合 が 納 付 す べ き 拠 出 金

の 納 付 期 限 は 、 規 則 で 定 め る 。

4 広 域 連 合 が 前 項 に 規 定 す る 納 付 期 限 ま で に 拠 出 金 の 納 付 を 行 わ な か っ た と き は 、 当 該
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納 付 期 限 の 翌 日 か ら 拠 出 金 を 納 付 す る 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 、 そ の 納 付 さ れ な い 拠

出 金 の 額 に 年 十 四 ・ 六 パ ー セ ン ト の 割 合 （ こ の 場 合 に お け る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏 年 の

じ ゅ ん

日 を 含 む 期 間 に つ い て も 、 三 百 六 十 五 日 当 た り の 割 合 と す る 。 ） を 乗 じ て 計 算 し た 額 の

延 滞 金 を 徴 収 す る 。

（ 積 立 て ）

第 三 条 法 第 百 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 、 特 定 期 間 に お い て 県 が 基 金 に 繰 り 入 れ る 額 の

う ち 、 特 定 期 間 の 各 年 度 に お い て 基 金 に 繰 り 入 れ る 額 は 、 規 則 で 定 め る 。

2 前 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 定 期 間 の 各 年 度 に お い て 県 が 基 金 に 繰 り 入 れ る 期 限 は 、

規 則 で 定 め る 。

（ 管 理 ）

第 四 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保

管 し な け れ ば な ら な い 。

2 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 県 債 証 券 そ の 他 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代

え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 五 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 基 金 に 編 入 す

る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 六 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率

を 定 め て 、 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 七 条 基 金 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 に 必 要 な 費 用 に 充 て る 場 合 に 限 り 、

そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 八 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 一 号

宮 崎 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 （ 平 成 十 五 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 四 条 第 一 項 第 二 号 中 「 含 む 。 」 の 下 に 「 以 下 同 じ 。 」 を 加 え る 。

第 九 条 の 見 出 し を 「 （ 土 石 採 取 料 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条

例 第 三 十 号 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 中 第 一 項 を 第 三 項 と し 、 同 項 の 前 に

次 の 二 項 を 加 え る 。

第 四 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 砂 防 設 備 に お い て 土 石 を 採 取 す る 者 は 、 砂 防 設 備 の 土 石

採 取 料 （ 以 下 「 土 石 採 取 料 」 と い う 。 ） を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

2 土 石 採 取 料 の 額 は 、 河 川 法 に 基 づ く 流 水 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第

三 十 号 ） 別 表 第 三 の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し て 得 た 額 と す る 。

第 十 条 の 見 出 し 中 「 占 用 料 」 を 「 土 石 採 取 料 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 知 事 は 、 」 の 下 に 「

第 四 条 第 一 項 又 は 」 を 加 え 、 「 占 用 料 の 」 を 「 土 石 採 取 料 又 は 占 用 料 （ 以 下 「 土 石 採 取 料

等 」 と い う 。 ） の 」 に 、 「 占 用 料 に 」 を 「 土 石 採 取 料 等 に 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 の 見 出 し 中 「 占 用 料 」 を 「 土 石 採 取 料 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 占 用 料 」 を 「 土 石

採 取 料 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 占 用 」 を 「 土 石 を 採 取 し 、 又 は 占 用 」 に 改

め る 。
第 十 二 条 中 「 占 用 料 」 を 「 土 石 採 取 料 等 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）
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1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後

に 第 四 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 に つ い て 適 用 す る 。

宮 崎 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 二 号

宮 崎 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 五 年 宮 崎 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 禁 止 地 域 等 及 び 規 制 地 域 等 に 許 可 を 受 け て 表 示 す る こ と が で き る 広 告 物 ）

第 十 五 条 の 二 乗 合 自 動 車 （ 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号

イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 を い う 。 ） に 表 示 さ れ る

広 告 物 で 、 第 十 一 条 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の は 、 知 事 の 許 可 を 受 け た

と き は 、 第 八 条 及 び 第 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 禁 止 地 域 等 及 び 規 制 地 域 等 に お い て 表

示 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 三 号

宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 九 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 第 四 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 第 二 十 四 条 、 第 四 十 九 条 第 一

号 、 第 六 十 一 条 第 一 号 及 び 」 を 「 第 五 号 、 第 二 十 四 条 第 一 項 、 第 四 十 九 条 第 一 号 及 び 第 五

号 、 第 五 十 六 条 第 二 号 、 第 六 十 一 条 第 一 号 及 び 第 四 号 並 び に 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 号 を

加 え る 。

五 そ の 者 又 は 現 に 同 居 し 、 若 し く は 同 居 し よ う と す る 親 族 が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団

員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で な い こ と 。

第 六 条 第 三 項 中 「 第 四 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 第 二 十 五 条 」 を 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 二 十 四 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 入 居 者 が 同 居 さ せ よ う と す る 者 が 暴 力 団 員 で あ る と き

は 、 承 認 を し て は な ら な い 。

第 二 十 五 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 引 き 続 き 居 住 し よ う と す る 者 が 暴 力 団 員 で あ る と き は 、

承 認 を し て は な ら な い 。

第 三 十 三 条 第 一 項 第 五 号 中 「 第 二 十 四 条 」 を 「 第 二 十 五 条 」 に 改 め 、 同 項 中 第 六 号 を 第

七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 入 居 者 又 は 同 居 者 が 暴 力 団 員 で あ る こ と が 判 明 し た と き 。

第 三 十 三 条 第 四 項 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 第 一 項 第 六 号 」 を

「 第 一 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

第 四 十 四 条 中 「 第 二 十 五 条 」 を 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 四 十 七 条 中 「 第 五 十 六 条 中 」 を 「 第 五 十 六 条 第 一 号 中 」 に 改 め る 。

第 四 十 九 条 中 「 第 四 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 そ の 者 又 は 現 に 同 居 し 、 若 し く は 同 居 し よ う と す る 親 族 が 暴 力 団 員 で な い こ と 。
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第 五 十 五 条 中 「 第 一 項 第 六 号 」 を 「 第 一 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

第 五 十 六 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 入 居 者 資 格 ）

第 五 十 六 条 特 定 公 共 賃 貸 住 宅 に 入 居 す る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の 条 件 を 具 備 す る

者 で な け れ ば な ら な い 。

一 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 建 設 省 令 第 十 六 号 。

以 下 「 特 定 住 宅 省 令 」 と い う 。 ） 第 二 十 六 条 第 一 号 、 第 二 号 又 は 第 三 号 に 該 当 す る 者

で あ る こ と 。

二 そ の 者 又 は 現 に 同 居 し 、 若 し く は 同 居 し よ う と す る 親 族 が 暴 力 団 員 で な い こ と 。

第 五 十 九 条 中 「 第 一 項 第 六 号 」 を 「 第 一 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

第 六 十 一 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 そ の 者 又 は 現 に 同 居 し 、 若 し く は 同 居 し よ う と す る 親 族 が 暴 力 団 員 で な い こ と 。

第 六 十 二 条 中 「 第 一 項 第 六 号 」 を 「 第 一 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

第 六 十 四 条 中 「 第 一 項 第 六 号 」 を 「 第 一 項 第 七 号 」 に 、 「 第 二 十 四 条 、 第 四 十 九 条 第 一

号 、 第 六 十 一 条 第 一 号 及 び 」 を 「 第 五 号 、 第 二 十 四 条 第 一 項 、 第 四 十 九 条 第 一 号 及 び 第 五

号 、 第 五 十 六 条 第 二 号 、 第 六 十 一 条 第 一 号 及 び 第 四 号 並 び に 」 に 、 「 第 二 十 四 条 」 を 「 第

二 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 七 十 条 第 一 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 使 用 者 が 暴 力 団 員 で あ る こ と が 判 明 し た と き 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 四 号
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宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 十 一 円 五 十 銭 」 を 「 十 五 円 」 に 、 「 百 分 の 百 十 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 」

に 改 め る 。

別 表 第 二 の 二 の 項 中 「 千 五 百 七 十 五 円 」 を 「 二 千 六 百 二 十 五 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 監 査 委 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 五 号

宮 崎 県 監 査 委 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 監 査 委 員 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 八 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 四 号 ） 第 三 条 第 一

項 に よ る 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 並 び に 同 法 第 二

十 二 条 第 一 項 に よ る 資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 審 査

は 、 審 査 に 付 せ ら れ た 日 か ら 十 五 日 以 内 に 始 め る も の と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日
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宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 条 例 第 十 六 号

地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 宮 崎 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で を 削 る 。

第 五 条 中 「 第 三 条 第 十 九 号 」 の 下 に 「 、 第 二 十 一 号 」 を 加 え る 。

第 六 条 第 一 項 中 「 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 日 額 で 定 め ら れ て い る 特 殊 作 業 手 当 （ 第 三

条 第 十 号 、 第 十 四 号 、 第 十 五 号 、 第 十 八 号 か ら 第 二 十 号 ま で 及 び 第 二 十 三 号 に 掲 げ る 作 業

に 係 る 特 殊 作 業 手 当 を 含 む 。 以 下 「 日 額 手 当 」 と い う 。 ） 」 を 「 特 殊 作 業 手 当 」 に 、 「 日

額 手 当 の 」 を 「 特 殊 作 業 手 当 の 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 削 る 。

第 七 条 中 「 日 額 手 当 は 」 を 「 特 殊 作 業 手 当 は 、 」 に 改 め 、 「 、 月 額 手 当 は そ の 月 分 を そ

の 月 の 給 料 の 支 給 定 日 に 」 を 削 る 。

「

一 月 に つ き 十 二 万 七 千 五 百 円

「

一 時 間 に つ き 七 千 二 百 円

一 月 に つ き 二 万 八 千 百 円
」

一 日 に つ き 千 六 百 六 十 円
」

に 改 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 二 項 の 規 定 は 、 公 布

の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

2 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 六

十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 ） 第 七 条 を 第 九

条 と し 、 同 条 の 次 に 十 四 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 十 八 条 を 加 え る 部 分 に 限 る 。 ） を 次 の

よ う に 改 め る 。

別 表 中 を
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第 十 八 条 削 除

附 則 第 八 項 を 削 り 、 附 則 第 九 項 を 附 則 第 八 項 と し 、 附 則 第 十 項 を 附 則 第 九 項 と す る 。
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